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２０２３年度第１回町田市交通安全推進協議会定例会議事録 
 

                          ２０２３年５月８日（月） 

                          １４時００分～１４時３５分 

                          於：市庁舎３階 第一委員会室  

                          公 開：傍聴人 ０名 

 

出席者（敬称略） 

〇委員 

町田市市議会議員 若林 章喜、町田市市議会議員 中川 幸太郎、 

警視庁町田警察署交通課 小池 照美、警視庁南大沢警察署交通課 中原 幹、 

町田交通安全協会 中川 森明、南大沢交通安全協会 上栗 清信、 

東京都南多摩東部建設事務所 塚原 輝浩、町田商工会議所 鈴木 悟、 

町田市老人クラブ連合会 甲斐 種千代、町田市法人立保育園協会 朝倉 寛喜、 

町田市公立小学校長会 小澤 新也、町田市公立中学校長会 岩田 哲生、 

神奈川中央交通株式会社町田営業所 細谷 敏行、 

小田急バス株式会社新百合ヶ丘営業所 秋山 浩史、 

一般社団法人東京ハイヤー・タクシー協会三多摩支部町田地区会 山崎 龍男 

 

〇幹事 

防災安全部長 大貫 一夫、防災安全部市民生活安全課長 岡 真吾、 

道路部道路政策課長 深澤 香織、道路部道路管理課長 林 啓、 

都市づくり部交通事業推進課長 北川 淳一、教育委員会学校教育部学務課長 高野 徹 

 

〇事務局 

防災安全部市民生活安全課 五十部、田中 

 

【２０２３年度第１回定例会会議次第】 

１ 委嘱状伝達 

２ 委員紹介 

３ 報告 

（１）２０２２年 交通事故発生状況について 

（２）２０２２年度 交通安全事業報告について 

（３）２０２３年度 交通安全事業計画について 

４ 議題 

（１）春の全国交通安全運動について 

（２）自転車等の放置禁止区域の拡大について 

５ その他 
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１ 委嘱状伝達 

  時間の都合上略式（机上配布）にて実施 

 

２ 委員紹介 

  委員・幹事自己紹介 

 

３ 報告 

（１）２０２２年 交通事故発生状況について 

町田警察署管内の状況について小池委員から説明（資料１参照） 

・交通人身事故発生件数は８２８件で、対前年比で１１３件増加している。 

・死亡者は２名で、重傷事故では１２名が負傷し、前年比マイナス８名となっている。 

・交通事故自体の件数が多くなれば、大きな事故の発生率も高まることは必然である。

小さな事故を少しでも減少させ、大きな事故の発生率を低減させるため、引き続き、

交通安全教室、交通違反の指導・取締り等に努めていく。 

・月別発生件数について、例年は１０月から１２月にかけて多くなる傾向にあるが、

昨年は上半期の１月から６月に多く発生している。今年は、５月７日現在、２２４

件の人身事故が発生しており、昨年同期比でマイナス１０６件となっている。 

・時間帯別発生件数について、通勤時間帯で交通量が増加する８時から１０時の間に

ピークを迎える。これらの交通事故の増加傾向を踏まえて、街頭活動を強化してい

く。 

・年齢層別発生件数について、年齢別の人口比率が一律ではないが、業務等で運転す

る機会の多い就労世代が多い傾向にある。署管内では小学生の事故は少ないものの、

警視庁全体での統計では、小学生の中でも特に７歳児の交通事故が突出している。

引き続き、登下校等の見守り活動を始めとする子どもの交通事故防止に努めていく。 

・状態別発生件数について、警視庁全体と比べると署管内における自転車の事故は少

ない傾向にあるが、自転車の運転マナーや違反については最近問題となっている。

自転車のヘルメット着用が本年４月から努力義務となったこともあり、引き続き、

自転車の安全教室や悪質な違反に対する取締りを行っていく。 

・路線別発生件数について、資料に記載の交通事故の多い幹線道路や主要道路に、白

バイやパトカーによる重点的な交通警らや交差点街頭配置を行うなど、交通事故の

発生状況に対する活動に引き続き努めていく。 

・交通死亡事故について、昨年８月に２件発生している。今後も交通安全教室など、

広報啓発活動も含めて、交通事故防止に努めていく。 

 

南大沢警察署管内の状況について中原委員から説明（資料２参照） 

・南大沢署管内の交通人身事故発生件数は３６０件で、前年比マイナス１０４件と大

幅に減少し、開署以来最も少ない数となった。半面、重傷者が２９名で前年比プラ

ス１５名、死者数は２名で前年比プラス２名と、それぞれ増加している。なお、死

亡事故の２件は、いずれも八王子市内の発生で、町田市内の死亡事故は、令和２年

７月を最後に、約２年１０か月発生がない。 

・署管内の町田市内の発生件数は８５件で、前年比で３３件減少している。行政区の

割合でみると、町田市内の交通人身事故は全体の２４％を占めているが、署管内に
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占める町田市の面積が約２４％であり、面積の割合にそのまま比例して発生してい

る状況である。 

・時間帯別発生件数について、昼間帯に集中して発生しており、その中でも１０時か

ら１２時が最も多い。 

・年齢層別発生件数について、４０代、３０代、５０代の順で多く、この３０代から

５０代で全体の５割強を占めている。 

・状態別発生件数について、乗用車の事故が全体の５割を占めており、以下自転車、

歩行者の順となっている。この並びは前年と同様である。 

・町田市内の路線別発生件数について、町田街道が３３件と突出して多く、次いで多

摩境通りが９件となっている。 

・令和５年３月末現在の現状では、死亡事故や人身事故の発生は８７件で、開署以来

最少となった昨年と比べても、更に１１件減少しており、ここまで非常に順調に推

移している。 

・１１日から始まる全国交通安全運動の機会を捉えて、交通取締り、広報啓発などの

情報発信策をバランスよく展開し、更なる交通事故の抑止に努めていく。 

 

（２）２０２２年度 交通安全事業報告について 

   事務局から説明（資料３参照） 

・第３次町田市交通安全行動計画の推進について、交通事故の更なる減少を目指し、

２０２２年度から計画をスタートさせた。この計画では、２０２６年の交通事故件

数を２０１９年比１０％減の７７０件とすることを目標として設定している。昨年

の事故件数は９１３件で、２０１９年比で１８％増という状況であった。目標達成

に向け、本計画に基づき交通安全に関する情報発信を強化するともに、交通安全学

習を充実させていく。 

・情報発信の強化について、町田駅周辺、大型の商業施設、子どもセンター等で、交

通安全キャンペーンを行い、合計で７，１２８名に啓発することができた。また、

２０２２年度からの新たな取組として、市民が交通安全に関する疑問を聞くことが

できる交通安全ミーティングを町田警察署と協働で実施し、合計２９４名の方にご

参加いただいた。 

・交通安全学習の充実について、小学校自転車教室では約３，４００名の児童に、ス

タントマンを活用したスケアード・ストレイト方式による中学校自転車教室では約

３，７００名の方に、７回実施した高齢者向けの安全運転教室では、計１４７名の

方にご参加いただいた。 

・交通安全コラボ講座について、２０２２年度からの新たな取組として、落語と交通

安全を掛け合わせた「笑って学ぶ交通安全の集い」や、幼児向けの英語教室と掛け

合わせた「親子一緒♪英語で♪初めての交通安全」を実施し、計１７４名の参加を

いただいた。 

・道路の維持、管理について、資料記載のとおり工事等を実施している。 

 

（３）２０２３年度 交通安全事業計画について 

   事務局から説明（資料４参照） 

・第３次町田市交通安全行動計画に基づき、情報発信の強化について、交通手段別に、
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歩行者、自転車や二輪車・自動車の利用者に対し、情報発信をしていく。 

・交通安全学習についても、年齢層に分けて、子ども、若年層や現役世代、高齢者そ

れぞれに合った交通安全学習の充実を図っていく。 

・今年の２月に実施した２０２２年度町田市交通安全行動計画策定及び推進委員会に

おいて、直近の市内の交通事故状況等を踏まえて、次年度注力して啓発等を行う交

通手段、対象者を確認することとした。その中で、２０２３年度については、  

２０２２年の交通事故の状況を踏まえ、「若年層の自転車」と「高齢者の歩行者」

に注力して情報発信や啓発を行うこととしている。 

・道路の維持、管理や安全を確保するための点検なども、引き続き実施していく。 

 

４ 議題 

（１）春の全国交通安全運動について 

①春の全国交通安全運動の実施内容について事務局から説明（資料５参照） 

・運動期間は、５月１１日から２０日までの１０日間である。 

・運動の重点として５つ掲げており、全国重点としては、「こどもを始めとする歩

行者の安全の確保」、「横断歩行事故等の防止と安全運転意識の向上」、「自転

車のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底」の３点、東京都における重点とし

ては、「電動キックボード等の交通ルール遵守の徹底」、「二輪車の交通事故防

止」の２点である。 

 

②町田市における春の全国交通安全運動に伴う活動について事務局から説明（資料６

参照） 

・広報活動について、例年どおり、歩道橋への運動実施中の横断幕の設置や、市庁舎

に懸垂幕の掲示等を行う。また、新たな取組みとして、５月１８日放映予定のＪ：

ＣＯＭの「ＬＩＶＥニュース」に出演し、運動と反射材の効果について周知する。 

・啓発活動について、資料記載のとおり、商業施設等で啓発を行っていく。運動最終

日の２０日には、町田警察署と青山学院大学の陸上競技部長距離ブロックと協働し

て、小学３年生から６年生を対象とした「交通安全×走り方教室」を実施する予定

である。 

 

③町田交通安全協会における春の全国交通安全運動に伴う活動について中川森明委員

から説明（資料７参照） 

・市内７か所にテントを設置し、歩行者や高齢者に対する交通監視活動を行っていく。 

・２台の広報車による広報活動を、毎日午前と午後実施する。 

・５月１日から３１日までの間、交通少年団の子どもたちが、ＦＭさがみにて全国交

通安全運動の呼びかけを行う。 

・そのほか、啓発活動として、交通安全グッズの配布等も行う予定である。 

 

中川幸太郎委員から「本年４月からヘルメット着用が努力義務となったが、どの程度

徹底されているか」質問  

中川森明委員から「数字は把握していない」と回答。 
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小池委員から「努力義務ということで取締りはできないため、注意喚起等、通常の交

通違反の取締り時などあらゆる機会を捉えて、努力義務であることを啓発している」と

回答。 

 

④南大沢交通安全協会における春の全国交通安全運動に伴う活動について上栗委員か

ら説明（資料８参照） 

・行事について、南大沢交通安全パレード・キャンペーンを南大沢駅前で４月２９日

に実施した。また、南大沢、高尾、八王子の警察署合同で、陵南公園の野球場で、

交通安全パレードを５月６日に実施した。全国交通安全運動開始の５月１１日には

出陣式を行い、自転車対策やスケアード・ストレイト方式による交通安全教室、高

齢者に対する反射材直接貼付活動を実施していく予定である。また、４月から開始

している新小学１年生に対する歩行訓練や、小学３年生を対象とした自転車実技教

室を５月にも実施する計画がある。 

・街頭活動として、小山支部は久保が谷戸交差点において、相原支部は坂下交差点に

おいて、全国交通安全運動推進本部を設置して交通監視活動を実施する。 

 

（２）自転車等の放置禁止区域の拡大について 

   林幹事から説明（資料９参照） 

   ・南町田グランベリーパーク駅の駐輪場について、市は２０１６年４月に北口地下

に自転車駐車場を開設している。その後も駐輪需要が増加している状況を受け、

２０２３年４月１日に「南町田グランベリーパーク駅東自転車駐車場」を開設し

た。当駅から徒歩５分の場所、ニトリ南町田店に隣接して、２９３台の自転車が

収容可能となっている。このことに伴い、同駐車場付近の道路、その他の公共の

場所における自転車等の放置による環境悪化の防止並びに通行機能の確保、歩行

者の安全の保持を図ることを目的として、自転車等放置禁止区域を拡大する。今

回拡大する区域については資料９の通り。 

 

＜事務局＞ 

次回定例会は２０２３年８月下旬に開催予定である旨連絡。 

 

 

閉会 


